
◆附属設備の利用料金
（１）大ホール・小ホール・リハーサル室・練習室

単 位
利用料金
（円）

備 考

講演台 1式 790 脇台付き
司会者台 1台 370
長机 同 240
パネルディスカッション用机 同 240
いす 1脚 120
ピアノいす 同 120
コントラバス用いす 同 120
指揮者台 1式 240 譜面台付き
譜面台 1台 120
ランプ付譜面台（大ホール） 1式 180
音響反射板（同） 同 6,810
同（小ホール） 同 2,720
オーケストラピット（大ホール） 同 4,070
大迫り（同） 同 5,450
小迫り（同） 同 4,070
スライディングステージ（同） 同 4,070
松羽目 同 1,350
竹羽目 同 1,350 組立て料及び取壊し料を含まない。
びょうぶ 1双 2,020 金、銀、鳥の子
毛せん（9.0メートル） 1枚 370
同（5.4メートル） 同 240
同 (3.6メートル） 同 240
長布団 同 120
所作台（大ホール） 1式 9,550
同（小ホール） 同 5,450
脇花道（大ホール） 同 4,070
オーケストラ台（Ａセット）（同） 1式 6,810 ４段
オーケストラ台（Ｂセット）（同） 1枚 7,500 変形平台及びけ込みパネル付
平台（2.7メートル） 1枚 370
同（1.8メートル） 同 240
同（1.2メートル） 同 120
同（0.9メートル） 同 120
箱足・中足・高足 1組 120 平台1枚につき
上敷（19.8メートル） 1枚 370
同（9.9メートル） 同 240
同（5.4メートル） 同 180
同（2.7メートル） 同 120

地がすり（縦9メートル横20メート
ル、縦 6.6メートル 横 28メートル
（大ホール）

同 2,720

同（縦4.5メートル横 20メートル）
（同）

同 1,350

同（縦6.6メートル横 10メートル）
（小ホール）

同 790

しゃ幕 1張 2,020 白、黒
紅白幕・浅黄幕・大黒幕 同 1,350
大太鼓 1式 1,350
平太鼓 同 660
旗パネル 1枚 240 国旗、県旗
バレエ用シート（大ホール） 1式 4,070
同（小ホール） 同 2,020
節台 同 790
高座用座布団 1枚 120

拡声装置（大ホール） 1式 5,450

調整卓、出力制御卓、入力架、出力架、
電源架、サイドスピーカー、プロセニア
ムスピーカー、固定型跳ね返りスピー
カー

同（小ホール） 同 3,400 同
音響Ａセット(大ホール） 同 9,550 拡声装置(1式)、マイクロホン(3本)
同（小ホール） 同 5,450 拡声装置(1式)、マイクロホン(2本)
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音響Ｂセット(大ホール) 同 13,500
拡声装置(1式)、マイクロホン(5本)、移
動型跳ね返りスピーカー(2台）

同(小ホール） 同 10,900
拡声装置(1式)、マイクロホン(4本)、移
動型跳ね返りスピーカー(2台）

音響Ｃセット（大ホール） 同 20,300
拡声装置(1式)、マイクロホン(10本)、移
動型跳ね返りスピーカー(2台）

同（小ホール） 同 16,200
拡声装置(1式)、マイクロホン(8本)、移
動型跳ね返りスピーカー(2台）

客席内ミキサー台（大ホー ル） １台 660
マイクロホン １本 1,600
ワンポイントステレオマイク 同 2,020
ワイヤレスマイク装置 １ch 2,720
3点吊りマイク装置 同 1,350 同
2点吊りマイク装置（大ホー ル） 同 660 同
カセットテープレコーダー １台 1,350
ＣＤプレーヤー 同 660
ＭＤレコーダー 同 1,420
移動型ステージスピーカー 同 1,350
移動型跳ね返りスピーカー 同 660
エコーマシン 同 1,350
マイクスタンド（大型） １本 240
同（中型、小型、卓上用） 同 120
調光装置（大ホール） 1式 6,810 調光卓、ＣＲＴキーボード卓
同（小ホール） 同 4,070 調光卓

照明Ａセット（大ホール） 同 27,100
ボーダーライト(2列)、スポットライト
(35台)、調光装置

同（小ホール） 同 13,600
ボーダーライト(1列）、スポットライト
(20台)、調光装置

照明Ｂセット（大ホール） 同 39,800
ボーダーライト(2列)、スポットライト
(75台)、調光装置

同(小ホール） 同 23,100
ボーダーライト(2列）、スポットライト
(45台)、調光装置

照明Ｃセット（大ホール） 同 57,900
ボーダーライト(3列)、スポットライト
(125台）調光装置

同（小ホール） 同 38,100
ボーダーライト(2列)、スポットライト
(80台)、ロアー大ホリゾントライト(1
列）、調光装置

照明Ｄセット（大ホール） 同 102,400
ボーダーライト(4列）、スポットライト
(200台）、大ホリゾントライト(1列）調
光装置

照明Ｅセット（大ホール） 同 28,100 ムービングライト(20台）
同（小ホール） 同 7,450 ムービングライト(8台）
フットライト(大ホール） 1列 1,350
同（小ホール） 同 660
花道フットライト（大ホール） 同 660
ボーダーライト(同） 同 1,350
同（小ホール） 同 660

アッパー大ホリゾントライト(大ホー
ル）

同 4,070

同（小ホール） 同 2,020

ロアー大ホリゾントライト(大ホー
ル）

同 2,720

ロアー大ホリゾントライト(小ホー
ル）

同 1,350

ロアー中ホリゾントライト(大ホー
ル）

同 2,300

音響反射板ライト(大ホール) 同 2,020
同（小ホール） 同 660
ピンスポットライト(大ホール） 1台 4,070
同（小ホール） 同 2,020

スポットライト（1.5キロワット以
上）

同 660

スポットライト（1キロワッ ト以上
1.5キロワット未満）

同 510
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同（1キロワット未満） 同 370
ストリップライト(12灯） 同 370
同（8灯） 同 240
同（4灯） 同 120
ムービングライト（大ホール） 同 5,670
同（小ホール） 同 2,120
波のエフェクトマシン 同 240
ストロボ 同 660
エフェクトマシン 同 790
種板 1枚 120 エフェクトマシン用
先玉 1個 120
ミラーボール 1台 790
アイリスシャッター 同 120
バーンドア 同 120
スモークマシン 同 790 ファン付き
カラースクローラー 1式 5,500 灯体を含まない。

グランドフルコンサート（スタイン
ウェイＤ）

1台 13,500 調律料を含まない。

同（ベーゼンドルファー 290）（大
ホール）

同 13,500 同

同（ヤマハCFⅢ）（大ホール） 同 6,810 同

グランドセミコンサート（ヤマハＳ-
400Ｂ）（小ホール）

同 4,070 同

グランドピアノ（ヤマハＣ ３Ａ）練
習室）

同 2,720 同

ビデオカメラ（大ホール） 1式 24,300
ビデオプロジェクター（固定式）（大
ホール）

同 60,100 スクリーンを含む。

同（同）（小ホール） 同 28,500 同
同（移動式・短距離用） 同 2,590 同
スクリーン（大ホール） 同 1,350  
同（小ホール） 同 660
ホワイエモニター（大ホール） 同 13,700

シャワー 1式 660

仮設電話 1台 1,350

持込電気器具使用料（１ｋｗに付） 1kw 120

（1）附属設備利用料は、１時間帯（午前・午後・夜間）の料金です。
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（２）国際会議室

単位
利用料金
（円）

備考

拡声装置 1式 4,070
ＢＧＭ装置 同 660 拡声装置を含まない。

ワイヤレスマイク装置
1チャン
ネル

1,350

カセットテープレコーダー 1台 1,350
ＭＤレコーダー 同 1,420
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ビデオプロジェクター （移動式・短
距離用）

1式 2,590 スクリーンを含む。

ステージ 1台 370
金びょうぶ 1双 2,020
国旗 1本 120
卓上スポットライト 1台 370
レーザーポインター 1本 2,020
ついたて 1枚 660
ピアノ（ヤマハＣ３Ａ） 1台 2,720
仮設電話 同 1,350
持込電気器具使用料（１ｋｗに付） 1kw 120
（1）附属設備利用料は、１時間帯（午前・午後・夜間）の料金です。
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(３)展示場

名　称 単　位
金額（円）

（１回につき） 備　考

展示用平台  １台 120
1.825m×0.915m×0.75m
高さは4段階に可変

椅子 同 120 スタッキング式
長机 同 240 1.8m×0.45m×0.7m

拡声装置　 １式 2,020
アンプ、スピーカー、ミキサー
マイク、マイクスタンド、
ＢＧＭ装置（カセット式）

サインスタンド １台 790
板サイズ0.29m×0.40m
高さ1.25m

サインボード 同 790
板サイズ0.83m×0.58m
高さ1.41m

液晶プロジェクター 同 4,560
仮設電話機 同 4,070 通話料は実費
電気器具持込料 － 370 １ｋＷあたり
水道使用料 － 640 １立方あたり
（1）展示場の附属設備使用料は、利用１日をそれぞれ１回として計算する。
（2）仮設電話機の利用については、所定の使用料のほかに、通話料相当額を徴収する。


